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第９章　計画の推進体制

１　計画の進行管理

市においては、本市の最上位計画である会津若松市総合計画に掲げる政策目標等の実現に向けた
計画の進行管理を行うために実施している行政評価を活用し、関連事業を毎年評価することで、計
画の的確な進行管理を行っていきます。
また、社会福祉協議会においては、経営戦略会議により事業の評価を行うことで、計画の的確な
進行管理を行っていきます。
さらには、こうした内部での評価検証に加え、市民や専門的知見を有する有識者等から構成され
る「会津若松市地域福祉計画等推進会議」において、毎年の取組内容を報告し、評価検証を行います。
このように計画の進行管理を内部評価検証と専門的な視点からの外部評価を併用することで、地域
福祉の推進を図っていきます。
また、それぞれの関連計画については、各々の計画に基づき進行管理を行っていきます。

＜地域福祉計画・地域福祉活動計画、再犯防止推進計画、成年後見制度利用促進基本計画におけ
るＰＤＣＡサイクル＞

Ｐｌａｎ 計画

Ｄｏ 実行Ｃｈｅｃｋ 評価

Ａｃｔｉｏｎ 改善

地域福祉計画・
地域福祉活動計画の
策定・改定

●会津若松市
　庁内会議へ報告し各施策へ反映
●社会福祉協議会
　経営戦略会議へ報告し事業へ反映

●内部評価
　会津若松市　行政評価
　社会福祉協議会　経営戦略会議
●外部評価
　地域福祉計画等推進会議

市民、地域、専門職、市、
社会福祉協議会等の取組
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